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図 立地適正化計画における各区域のイメージ 

出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」 
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【参考】立地適正化計画作成の手引き（国土交通省都市局都市計画課：令和 4 年 4 月改訂） 

（１）基本的な考え方 

○居住誘導区域の検討 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をもとに、⾧期的な地区別人口見通しを見据えつつ、
以下の観点等から具体の区域を検討。 

・徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性 
・区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービス施設の持続性 
・対象区域における災害等に対する安全性 

○都市機能誘導区域の検討 

各拠点地区における生活サービス施設等の土地利用の実態や都市基盤（基幹的な公共交通路線、道
路等）、公共施設、行政施設等の配置を踏まえ、徒歩等の移動手段による各種都市サービスの回遊性
など地域としての一体性等の観点から具体の区域を検討。 

○居住誘導区域外の検討 

居住誘導区域の外側において、住宅地化を抑制する必要がある場合には居住調整地域を設定するこ
とが可能であるとともに、跡地が増加しつつありこれらの適正や管理を図ることが必要な場合には跡
地管理区域を設定することができることから、都市計画手法（特定用途制限地域、田園住居地域等）
の活用に合わせて、必要に応じて検討。 

○公共交通等の検討 

都市機能・居住の誘導のために講ずべき公共交通の確保等の施策を検討するとともに、将来の公共
交通利用者数の推計や、財政状況等を踏まえて、交通事業者等の関係者と連携のもと、公共交通、徒
歩、自転車等に関する交通施策の整備等について総合的に検討。 
 

※ここでいう「インセンティブ」とは、支援策により立地場所を選択する際の指定区域内の優位性を指しています。 
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西九州させぼ広域都市圏の中心都市としての都市機能集積の維持・向上 

人口分布・密度を維持した適正な市街地規模の維持 

災害リスクを踏まえた安全性の高い市街地形成 
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図 立地適正化計画の位置づけ 

  

長崎県             佐世保市 

都市計画区域マスタープラン 第７次佐世保市総合計画 

佐世保市都市計画マスタープラン 

佐世保市立地適正化計画 

 
誘導すべき都市機能に関わる分野 

 
 
 
 
 
その他の関連分野 

医療 福祉 商業 

教育 子育て 住宅 

交通 インフラ 

即する 
連携 

整合 
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図 佐世保市の立地適正化計画区域 

 


